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で、原則として、その助成金等の交付決定が

された日の属する事業年度（ 個人であれば年

分） の収益として計上します。

２．利子補給金の収益計上時期

ただし、利子補給金の収益計上時期は、上

記１の原則とは異なり、前述【 ②審査・ 交付

決定】 の交付決定時に、一括で収益計上する

わけではありません。

“ 実質無利子化する” というこの制度の性

質上、収入が確定するのは補給対象となる支

払利子の発生時点であり、その発生時点で同

額の利子補給金を収益として計上します。

このような処理を通じて、税務上において

も、“ 実質無利子化” として取扱うこととな

ります。

利子補給金の交付時、支払利子発生時の仕

訳例を末尾に示しました。ここでの勘定科目

は一例です。ご利用の勘定科目の中から、適

宜選択をして仕訳を行いましょう。

特別利子補給制度に類似した制度として、

民間金融機関による実質無利子・ 無担保融資

制度があります。これは、都道府県等による

一定の制度融資について、保証料や利子を補

助する制度です。大方のケースで、保証協会

等に対して国等から補助分が直接支払われま

す。事業者が支払うことがないこの補助分は

仕訳不要です。違いにご注意ください。

民間金融機関に よ る
実質無利子制度

仕訳例

参考：
国税庁HP「 国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関する
FAQ」 https: //www. nta. go. j p/taxes/shi raberu/kansensho/faq/i ndex. htm
財務省HP「 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の皆様へ」
https: //www. mof . go. j p/f i nanci al _ system/f i scal _ f i nance/coronavi rus-j i gyousya/cronavi rus-j i gyousya. html
新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業共同企業体HP「 新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業」
https: //tokubetsu-ri ho. j p/
経済産業省HP「 民間金融機関において実質無利子・ 無担保融資を開始します」
https: //www. meti . go. j p/press/2020/05/20200501008/20200501008. html

税理士法人石井会計

適格請求書等保存方式（インボイス制度）
適格請求書発行事業者の登録申請開始まで残り半年を切りました

適格請求書の記載事項
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容（軽減税率の対象品目である旨）
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜又は税込）

及び適用税率
⑤ 消費税額等（端数処理は一請求書、税率ごとに１回ずつ）
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

仕入税額控除の要件
（1）帳簿の記載事項・・・保存が必要となる帳簿の記載事項は以下のとおりです。

① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
② 取引年月日
③ 取引内容（軽減税率の対象品目である旨）
④ 対価の額

（2）請求書等の範囲・・・保存が必要となる請求書等には以下のものが含まれます。
①適格請求書又は適格簡易請求書
②仕入明細書等（適格請求書の記載事項が記載されており、相手方の確認を受けたもの）

④①から③の書類に係る電磁的記録

zeimu

 令和５年１０月１日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存
方式（インボイス制度）が導入されます。登録申請書は令和３年１０月１日から提出が可能です。
 適格請求書保存方式の下では、税務署⾧に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行
事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。該当の事業者は準備が
必要です。

③卸売市場において委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の譲渡及び農業協同組合等が委託
 を受けて行う農林水産物の譲渡について受託者から交付を受ける一定の書類


